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況
は
、
毛
呂
山
・
鳩
山
・
越
生
町

の
三
町
、
一
部
事
務
組
合
で
の
設

置
に
つ
い
て
は
秩
父
郡
・
比
企
郡

の
二
箇
所
で
あ
る
。

　

ま
た
二
市
三
町
の
議
会
で
の
議

論
の
内
容
は
、
審
査
委
員
の
選
出

方
法
と
委
員
の
人
数
及
び
委
員
構

成
、
県
内
の
審
査
会
の
設
置
状
況
、

ま
た
ど
う
し
て
共
同
設
置
な
の
か
、

単
独
で
の
考
え
は
な
か
っ
た
か
、

負
担
金
の
額
と
そ
の
算
出
根
拠
等

で
あ
っ
た
と
伺
っ
て
い
る
。

　

〈
そ
の
他
の
質
疑
〉

・
議
案
第
四
十
七
号

に
関
連
し
て
、
道
の
駅
の
管
理
運

営
は
今
後
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
伺
う
。

（
答
弁
）

・
道
の
駅
整
備
事
業
に
お
け
る
地

域
振
興
施
設
は
市
が
平
成
十
八
年
、

十
九
年
に
費
用
負
担
を
行
い
、
十

九
年
度
の
完
成
を
予
定
し
て
い
る
。

こ
の
施
設
は
地
域
の
情
報
発
信
、

道
路
利
用
者
へ
の
休
憩
機
能
及
び

食
の
提
供
、
地
域
物
産
の
展
示
販

売
等
を
目
的
と
し
て
お
り
そ
の
効

果
的
効
率
的
運
営
が
期
待
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
施
設
は
市
が
設
置
す
る
公
の

施
設
で
あ
る
が
、
営
利
的
色
彩
の

濃
い
施
設
で
も
あ
り
、
民
間
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
こ
と
が
最
良

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ

の
た
め
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
可

能
と
な
っ
た
指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
を
視
野
に
入
れ
管
理
運
営
方

法
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
状
況
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
選
定
に
つ
い
て

は
、
減
価
償
却
費
相
当
額
等
を
勘

案
し
有
料
で
の
貸
付
を
前
提
に
一

般
公
募
に
よ
る
選
定
方
法
も
含
め

て
考
え
て
い
き
た
い
。

〈
そ
の
他
の
質
疑
〉

・
議
案
第
五
十
一
号
、
議
案
五
十

五
号

議
案
第
五
十
一
号　

北
埼
玉
地
区

障
害
程
度
区
分
審
査
会
の
共
同
設

置
に
つ
い
て

（
質
問
）

・
北
埼
玉
で
共
同
設
置
と
の
こ
と

だ
が
、
県
内
の
他
の
地
域
は
ど
う

い
う
状
況
か
。
ま
た
構
成
す
る
他

の
二
市
三
町
で
議
論
さ
れ
た
審
議

内
容
に
つ
い
て
伺
う
。

（
答
弁
）

・
審
査
会
は
自
治
法
上
、
自
治
体

の
附
属
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
共
同
設
置
の
理
由
は
構
成

自
治
体
に
お
い
て
障
害
程
度
区
分

判
定
等
の
業
務
が
標
準
化
さ
れ
公

平
・
中
立
な
事
務
処
理
が
行
い
や

す
く
な
る
こ
と
、
経
費
の
縮
減
が

図
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

県
内
に
お
け
る
共
同
設
置
の
状

議
案
第
四
十
七
号　

羽
生
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

（
質
問
）

・
道
の
駅
整
備
事
業
の
補
正
予
算
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議
案
に
対
す
る
質
疑

落
合
信
夫
議
員

小
野
幸
夫
議
員

度
羽
生
市
一
般
会
計
補
正
予
算

第
三
号

議
案
第
四
十
八
号　

羽
生
市
特
別

職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給

与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
四
十
九
号　

羽
生
市
長
等

及
び
羽
生
市
教
育
委
員
会
教
育

長
の
給
料
の
額
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
議
案
第
五
十
号　

羽
生
市
国
民
健

康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

議
案
第
五
十
五
号　

羽
生
市
公
共

下
水
道
根
幹
的
施
設
の
建
設
工

事
委
託
に
関
す
る
基
本
協
定
の

締
結
に
つ
い
て

議
案
第
五
十
六
号　

助
役
選
任
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

議
案
第
五
十
七
号　

羽
生
市
教
育

委
員
会
委
員
任
命
に
つ
き
同
意

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

諮
問
第
一
号　

人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
一
）

諮
問
第
二
号　

人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
二
）

諮
問
第
三
号　

人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
三
）

▽
陳
情

◎
七
月
十
八
日

陳
情
第
一
号　

義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
陳

情　
　
　
　
　
　
　

（
採
択
）

▽
議
員
提
出
議
案

◎
七
月
十
八
日　

原
案
可
決

議
第
一
号
議
案　

公
共
工
事
に
お

け
る
賃
金
等
確
保
法
（
公
契
約

法
）
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

議
第
二
号
議
案　

義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る

意
見
書

▽
市
長
提
出
議
案

◎
七
月
三
日　

承
認
・
原
案
可
決

議
案
第
四
十
五
号　

専
決
処
分
の

承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

議
案
第
四
十
六
号　

専
決
処
分
の

承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
二
）

議
案
第
五
十
一
号　

北
埼
玉
地
区

障
害
程
度
区
分
審
査
会
の
共
同

設
置
に
つ
い
て

議
案
第
五
十
二
号　

埼
玉
県
市
町

村
消
防
災
害
補
償
組
合
の
規
約

変
更
に
つ
い
て

議
案
第
五
十
三
号　

埼
玉
県
市
町

村
消
防
災
害
補
償
組
合
の
解
散

及
び
財
産
処
分
に
つ
い
て

議
案
第
五
十
四
号　

埼
玉
県
市
町

村
職
員
退
職
手
当
組
合
の
共
同

処
理
す
る
事
務
の
変
更
及
び
同

組
合
の
規
約
変
更
に
つ
い
て

◎
七
月
十
八
日　

原
案
可
決
・
同
意

議
案
第
四
十
七
号　

平
成
十
八
年

　
審
議
案
件
と

そ
の
結
果　

    　
 
（
六
月
定
例
市
議
会
）


